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取扱注意 

こ の文書には、 核物質防護情
報が含ま れていま すので取扱
いには注意願いま す。  
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１ ． 概要 

（ １ ） 輸送の目的 

九州電力株式会社玄海原子力発電所において使用する ウ ラ ン新燃料を茨城県那珂郡東海村の  

三菱原子燃料株式会社から 佐賀県東松浦郡玄海町の玄海原子力発電所へ輸送する 。  

（ ２ ） 適用範囲 

本計画書は、 公共港から 玄海原子力発電所に至る ま での輸送に関する 業務に適用する 。  

（ ３ ） 輸送数量 

玄海３ 号機 ウ ラ ン新燃料： ４ ０ 体※（ 輸送容器： ２ ０ 個）  

※う ち２ 体は二次中性子源、 １ 体は制御棒ク ラ ス タ を組込 

 

２ ． 輸送物 

（ １ ） 輸送容器の概要 

ウ ラ ン新燃料の輸送は専用の輸送容器（ １ 容器あたり ウ ラ ン新燃料集合体２ 体を収納） を使用

し て行う 。  

なお、 輸送容器の仕様は次のと おり である 。  

容  器  名 
ＭＦ Ｃ ―１ 型 

（ 別図－１ 参照）  

区     分 Ａ 型核分裂性輸送物 

申  請  者 三菱原子燃料株式会社 

概 略 形 状 円 筒 形 状 

概略寸法 
約 5. 400m( 長さ ) ×約 1. 150m( 幅)  

×約 1. 275m( 高さ )  

輸送容器重量 約 2, 804kg 

輸送物の重量 4, 340kg 以下 

収納可能体数 ２ 体 

（ ２ ）  輸送容器の安全性 

法令上、放射性輸送物は収納さ れる 放射性物質量に応じ て分類さ れており 、低濃縮のウ ラ ン新

燃料を装荷し た輸送容器は、 Ａ 型輸送物と し て区分さ れる 。  

ま た、 こ の分類と は別に核分裂性物質を規定量以上含む放射性物質(*1)を収納する 輸送物は核

分裂性輸送物と いう 分類が適用さ れ、ウ ラ ン新燃料の場合Ａ 型輸送物の分類に加え、核分裂性輸

送物に求めら れる 技術要件が適用さ れる 。  

(*1)： 濃縮度 5wt%以下の核燃料輸送物で、当該核燃料輸送物全てに含ま れる 核分裂性核種の重

量が 45g よ り 多く 含む、 ま たは、 ウ ラ ン 235 を 3. 5g よ り 多く 含む放射性物質。  

 

取扱注意 
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（ ３ ）  安全解析 

本輸送物の設計に関する 安全性については、 構造解析、 熱解析、 密封解析、 遮へい解析及び臨

界解析を行う こ と によ り 、法令に定めら れたＡ 型核分裂性輸送物と し ての基準に適合する こ と を

確認し ている 。（ 安全解析結果については別表－１ 参照）  

なお、 輸送に使用する 輸送容器については、「 核燃料物質等の工場又は事業所の外における 運

搬に関する 規則」 第 21 条の規定に基づく 「 核燃料輸送物設計承認書」（ 以下、「 設計承認」 と い

う 。） を、 ま た同規則第 22 条の規定に基づく 「 容器承認書」 を原子力規制委員会よ り 取得し てい

る 。  

（ ４ ）  収納する 燃料の仕様 

 三菱原子燃料株式会社 

項目 輸送容器の設計仕様 今回の輸送物 

核燃料物質の種類 
・ 二酸化ｳﾗﾝ燃料 

・ ｶ゙ ﾄﾞ ﾘﾆｱ入り 二酸化ｳﾗﾝ燃料 

・ 二酸化ｳﾗﾝ燃料 

・ ｶ゙ ﾄﾞ ﾘﾆｱ入り 二酸化ｳﾗﾝ燃料 

二酸化 

ｳﾗﾝ重量 

［ U O2kg 

以下/個］  

二酸化ｳﾗﾝ 1,080 以下 1,045 以下 

ｶ゙ ﾄﾞ ﾘﾆｱ入り  

二酸化ｳﾗﾝ 
1,077 以下 1,040 以下 

放射能強度［ GBq／個］  165 以下 142 以下 

濃縮度

［ wt％］  

二酸化ｳﾗﾝ 5.0 以下 4.2 以下 

ｶ゙ ﾄﾞ ﾘﾆｱ入り  

二酸化ｳﾗﾝ 
3.3 以下 2.7 以下 

（ ５ ）  輸送物の安全性確認 

ウ ラ ン新燃料集合体を輸送容器に収納し た輸送物は、 発送前検査を行い、 安全性を確認する 。 

発送前検査では、輸送物が法令に定めら れた技術基準に適合し ている こ と を、設計承認で定め

ら れた項目について輸送前に確認する 。（ 発送前検査項目については別表－２ 参照）  

なお、 本輸送物の安全性については、「 核原料物質、 核燃料物質及び原子炉の規制に関する 法

律」 第 59 条第２ 項の規定に基づき 、「 車両運搬確認申請」 を行い、 原子力規制委員会によ る 確認

を受ける 。  

取扱注意 
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３ ． 輸送予定時期及び輸送経路 

（ １ ） 輸送予定時期 

開始： ２ ０ ２ ６ 年４ 月２ ３ 日（ 木）  

完了： ２ ０ ２ ６ 年４ 月２ ７ 日（ 月）  

※天候等の影響によ り 、 変更になる こ と がある 。  

（ ２ ） 輸送経路 

公 共 港 ～ 玄 海 原 子 力 発 電 所 － 
ウ ラ ン新燃料輸送船 
によ る 海上輸送 

玄 海 原 子 力 発 電 所   － 
ト ラ ッ ク によ る 陸上輸送 

( 発電所構内輸送)  

 
４ ． 輸送事業者 

三菱原子燃料株式会社 

 
５ ． 輸送機器の仕様 

（ １ ）  海上輸送 

海上輸送にあたっては、 構造的に安全性の高い二重底で、 他の貨物を混載し ない輸送船を使用

する 。  

なお、 輸送に使用予定の船舶は「 危険物船舶運送及び貯蔵規則」 第 45 条に定めら れている 丙種

貨物運搬船の防災等の措置を以下の通り 行っている 。  

・  「 災害対策緊急措置手引書」 の備付け 

・  船内にある 者が災害発生時の措置を行う ために必要な資材又は機材の備付け 

（ サーベイ メ ータ 、 ポケッ ト 線量計、 マス ク 等）  

（ ２ ）  陸上輸送（ 発電所構内輸送）  

発電所構内輸送にあたっては、 ト ラ ッ ク を使用する 。  

 
６ ． 輸送物の運搬方法及び荷役方法 

輸送にあたっては、 危険物船舶運送及び貯蔵規則、 その他関係官庁の指示、 指導を遵守する 。  

ま た、 作業の実施にあたっては、 熟練し た責任者、 優良な運転手及び作業員を従事さ せる と と も

に事前の放射線防護教育等の十分な教育訓練を行い、 万全を期し て安全な輸送を実施する 。  

（ １ ）  海上輸送 

① 運航に際し て船長、 船長と 同等の技能を有し 船長の補佐を行う 航海士及び荷送人同行者が

乗船する 。  

② 船長は、 予定運航経路全域に亘り 、 気象状況、 潮流、 航路標識、 他船舶航行状況等の情報

を取得し 、 安全運航を行う 。  

③ 荷送人同行者は放射線管理と それに必要な措置について、 船長を補佐する 。  

取扱注意 
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（ ２ ）  陸揚げ及び陸上輸送（ 発電所構内輸送）  

① 船艙内で輸送容器の線量当量率測定及び外観検査を行い、異常の有無を確認する 。（ 別図－

２ 参照）  

② 船艙内の輸送容器を予め準備し たト ラ ッ ク ク レ ーンで吊上げ、 ト ラ ッ ク 上に固縛し 、 岸壁

で輸送容器の線量当量率測定及び外観検査を行い、異常の有無を確認する 。（ 別図－３ 参照） 

③ ト ラ ッ ク 上、 船上及び船艙内に各々合図者を配置し 、 その合図に従って玉掛け及びク レー

ン操作を実施する 。  

④ 輸送作業は、 ト ラ ッ ク ４ 台を用い、 それぞれ輸送容器を２ 列１ 段計２ 個積載し て実施し 、

ト ラ ッ ク １ 台に対し 伴走車１ 台を配置する 。（ 別図－３ 参照）  

⑤ 輸送にあたっては、 輸送に従事する 者及び輸送に使用する 車両以外の車両の輸送経路への

立入り を制限する 。 ま た、 輸送は構内制限速度を厳守し 、 低速（ 徐行） にて行う 。  

ま た、 輸送後、 輸送容器の線量当量率測定及び外観検査を行い、 異常の有無を確認する 。  

（ ３ ）  輸送経路 

海上及び陸上輸送（ 発電所構内輸送） については、安全な輸送経路にて行う 。（ 別図－４ 参照）  

 

７ ． 海上輸送時の安全対策 

① 船長は定期的に輸送本部と 連絡をと る 。  

② 経路上の水路情報、 航行警報に注意し 、 航行の安全を図る 。  

③ 船体、 積荷の安全を図り 、 航行基準に照ら し 、 避難する 必要がある と 判断する と き は、 所

轄の海上保安官署と 連絡を取り 錨地を選定する 。  

④ 適当な速力を保ち、 船位を確認し 、 無理な運行と なら ないよ う 十分注意を払う 。  

 

８ ． 陸上輸送時（ 発電所構内輸送） の安全対策 

① 運行前点検を厳重に実施する 。  

② 輸送途上での積替えは実施し ない。  

③ 輸送容器の車両への積付けに際し 、 運搬中の移動、 転倒又は転落を 防止する ため、 ト

ラ ッ ク への確実な固縛を 行う 。  

④ 輸送物は法令に定める 危険物と 混載し ない。  

⑤ 容器及び車両の適当な箇所に法令に定める 標識を 付ける 。  

ま た、発電所内の作業において構内輸送に影響を 及ぼす事象が発生し た 際は、関係者間で

連携し 、 各手順書に従っ た 適切な 対応を 実施する 。 万一、 陸揚げ後に長時間、 陸上輸送でき

な い場合は、輸送容器の連続監視を 行いつつ、発生し た事象に応じ て建屋へ確実に搬入する

手段を 関係者間で協議する 。  
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９ ． 核物質防護対策 

   海上輸送にあたっては、「 危険物船舶運送及び貯蔵規則」 及び国土交通省海事局通達（ 海査第５ ０

６ 号及び同通達一部改正） に基づき 、 次の核物質防護上の措置を行う 。  

① 輸送容器への施錠及び封印その他の容易に開封さ れないための措置 

② 輸送物は船艙内積載と し 、 ハッ チカバーを容易に開放する こ と ができ ないよ う な措置及び

輸送物が容易に移動する こ と が出来ない措置 

③ 安全に配慮し た運送方法及び運送経路の選択 

④ 通常時及び緊急時における 連絡体制の整備 

⑤ 盗取等によ る 災害の防止のために必要な情報に関する 措置 

⑥ 船積み前及び出港前に実施する 妨害行為が着手さ れていないこ と の確認 

⑦ 荷役作業時及び運送中における 積荷の連続的監視又は施錠等の点検 

⑧ 関係者以外の者の立入の防止措置 

⑨ 不審船舶等の接近、 不審者の移乗等の防止措置 

⑩ やむを得ない停留、 錨泊中等における 措置 

⑪ 核物質防護体制を維持する ための核物質防護体制管理規程 

 

１ ０ ． 異常時措置要領 

（ １ ）  海上輸送時 

船舶の衝突、 火災等が発生し た場合は、 次の異常時の措置をと る 。  

① 事故の拡大防止に必要な措置を速やかに行う と と も に、最寄り の海上保安官署に通報する 。 

② 船内事故発生の場合は、 事故現場を遮断し 、 関係者以外の立入り 防止措置及び核燃料物質

の盗取防止措置を行う と と も に、 最寄り の海上保安官署に通報する 。  

③ 火災が発生し た場合、 消火ま たは延焼防止に努める と と も に、 最寄り の海上保安官署に通

報する 。  

④ 座礁、衝突等の海難事故が発生し た場合は、輸送物の管理に万全を期し 、防護材等によ り 保

護する と と も に、 速やかに最寄り の海上保安官署に通報し 、 指示を仰ぐ 。  

⑤ 万一の場合に備え、 サルベージ船の出動を準備する 。  

⑥ 付近の船舶に状況を知ら せ、 危険防止に努める 。  

（ ２ ）  陸上輸送時（ 発電所構内輸送）  

交通事故、 火災等が発生し た場合は、 次の異常時の措置をと る 。  

① 車両が火災を起こ し 、 ま たは延焼のおそれがある 場合には初期消火ま たは延焼の防止に努

める と と も に、 消防署に通報する 。 ま た、 核燃料物質を他の場所に移す余裕がある 場合に

は必要に応じ て安全な場所に移し 、 縄張り 、 標識等を設け、 関係者以外の者が立入ら ぬよ

う 見張り を立てる 。  

② パンク 、 エンジント ラ ブル等車両が故障し た場合は、 故障車両の後に非常停止表示器材を
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置く と と も に交通整理を行い早急に修復する 。  

（ ３ ）  特定事象発生時 

原子力災害対策特別措置法に基づく 事象が発生し た場合は、三菱原子燃料株式会社及び玄海

原子力発電所の「 原子力事業者防災業務計画」 に基づき 、 原子力防災管理者は適切な対応と 通

報連絡を行う 。  

なお、 玄海原子力発電所の原子力防災管理者は、 発電所構内輸送時の対応を行う 。  

（ ４ ）  その他 

地震・ 津波が発生し た場合は、 必要に応じ 適切な対応措置を行う 。  



　 　   ①通常時連絡体制（ 輸送船の出港時も 含む）

　

九州電力㈱　 本　 店

　 原子燃料ｻｲｸﾙｸﾞ ﾙー ﾌ゚

九州電力㈱玄海原子力発電所

技術運営グループ

九州電力㈱佐賀支店
地域対応グループ

船　 会　 社

輸 送 船 船 長

( 運送責任者)

１ １ ． 通常時及び異常時における 連絡体制

　 通常時及び異常時における 連絡については、 各輸送モード に応じ 、 以下の体制によ
り 実施する 。

　 ( 1)  海上輸送時

最寄海上保安官署

九州電力㈱佐賀支店
原子力広報・ 防災担当

九州電力㈱福岡支店
原子力広報・ 防災担当

九州電力㈱長崎支店
原子力広報・ 防災担当

九州電力㈱東京支社
原子力グループ

三菱原子燃料㈱
ト ク ヤマ海陸運送㈱

輸　 送　 本　 部
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 　 　 　 ②異常時連絡体制

　

　 ( 1)  海上輸送時

唐津海上保安部 警備救難課

唐津警察署 警備課 ( ※２ )

玄海原子力検査官

玄海町 防災安全課 ( ※１ ）

原発特別警備部隊（ 佐賀県警察本部）

唐津市 危機管理防災課 ( ※１ )

九州電力㈱玄海原子力発電所

技術運営グループ

九州電力㈱佐賀支店
原子力広報・ 防災担当

（ ※１ ）
佐賀県警察本部 警備部 警備第二課
（ ※２ ）
佐賀県警察本部 生活安全部 生活安全企画課
（ ※２ ）

九州電力㈱佐賀支店
地域対応グループ

漁連/漁協 外津漁協  　 　 ( ※２ )

　 　 　 　 　 仮屋漁協　 　 　 ( ※２ )

　 佐賀玄海漁協　 　 　 　 　 ( ※２ )

　 佐賀玄海漁協鎮西町総括支所( ※２ )

佐賀県 県民環境部 原子力安全対策課

九州電力㈱長崎支店
原子力広報・ 防災担当

伊万里市 防災危機管理課
（ ※１ ）
関係市町
（ ※４ ）

長崎県　 防災企画課

九州電力㈱熊本支店
原子力広報・ 防災担当

（ ※１ ）
松浦市　 防災課
（ ※１ ）
佐世保市 防災危機管理局
（ ※１ ）

九州電力㈱　 本　 店

原子燃料ｻｲｸﾙｸﾞ ﾙー ﾌ゚

平戸市 総務課

九州電力㈱福岡支店
原子力広報・ 防災担当

（ ※１ ）

福岡県 防災危機管理局 防災企画課

九州電力㈱東京支社
原子力グループ

（ ※１ ） （ ※３ ）
糸島市 危機管理課
（ ※１ ）
壱岐市 総務課
（ ※１ ）

熊本県 防災推進課

原子力規制庁 総務課 事故対処室
（ ※１ ）
国土交通省　 物流・ 自動車局　 車両基準・ 国際課

資源エネルギー庁　 原子力政策課
輸　 送　 本　 部 （ ※１ ）

国土交通省 海事局 検査測度課
（ ※１ ）三菱原子燃料㈱

九州管区警察局 広域調整部 広域調整第二課

船　 会　 社

（ ※１ ） （ ※２ ）
輸 送 船 船 長

( 運送責任者)

（ ※２ ）

第七管区海上保安本部 警備救難部 警備課

九州運輸局　 海上安全環境部　 船舶安全環境課
ト ク ヤマ海陸運送㈱

最寄海上保安官署
茨城県 原子力安全対策課（ ※２ ）海上保安庁 118番

茨城県原子力安全協定に基づく 市町村長（ ※２ ）第三管区海上保安本部

原子力規制庁 放射線防護グループ 核セキュ リ ティ 部門

（ ※２ ）

原電エンジニアリ ング㈱

※４ ： 佐賀県内17市町＊（ 佐賀市、 鳥栖市、 多久市、 武雄市、 鹿島市、 小城市、 嬉野市、
        神埼市、 吉野ヶ 里町、 基山町、 上峰町、 みやき 町、 有田町、 大町町、 江北町、 白石町、 太良町）
    ＊： 佐賀県内17市町へは、 報道機関に情報提供する 場合は、 佐賀支店よ り 報道機関に情報提供する 内容を連絡

( ※２ )     

※１ ： 第１ 報は本店から 連絡

※２ ： 必要に応じ 連絡

※３ ： 福岡市へは福岡県よ り 連絡。 ただし 、 報道機関に情報提供する 場合は、 福岡支店よ り 報道機関に情報提供する 内容を連絡

( ※２ )    茨城県警察本部 生活安全総務課（ ※２ ）

茨城海上保安部

第七管区海上保安本部

唐津海上保安部
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　 　 　 ①通常時連絡体制

　

九州電力㈱佐賀支店
原子力広報・ 防災担当

九州電力㈱福岡支店
原子力広報・ 防災担当

九州電力㈱長崎支店
原子力広報・ 防災担当

佐賀県警察本部
警備部　 警備第二課

佐賀県警察本部
生活安全部　 生活安全企画課

輸　 送　 本　 部

現　 地　 輸　 送　 本　 部
船　 会　 社

輸 送 船 船 長

( 運送責任者)

最寄海上保安官署

三菱原子燃料㈱

三菱原子燃料㈱
玄海実施部

ト ク ヤマ海陸運送㈱

九州電力㈱　 本　 店

原子燃料ｻｲｸﾙｸﾞ ﾙー ﾌ゚

九州電力㈱佐賀支店
地域対応グループ

九州管区警察局
広域調整部　 広域調整第二課

九州運輸局
海上安全環境部 船舶安全環境

課

九州電力㈱東京支社
原子力グループ

第七管区海上保安本部
警備救難部　 警備課

九州電力㈱玄海原子力発電所

技術運営グループ

　 ( 2)  発電所構内輸送 （ 輸送船の入出港、 荷役作業含む）

唐津海上保安部
警備救難課

玄海町
防災安全課

唐津市
危機管理防災課

佐賀県　 県民環境部
原子力安全対策課

唐津警察署
警備課

原発特別警備部隊
（ 佐賀県警察本部）

玄海原子力検査官
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　 （ １ ） 陸上輸送時（ 発電所構内輸送）  （ 輸送船の入出港、 荷役作業含む）

　 　 　  ②異常時連絡体制

( ※３ )     

第七管区海上保安本部

※５ ： 第１ 報の通報連絡内容は玄海原子力発電所にて決定

※６ ： 佐賀県内17市町＊（ 佐賀市、 鳥栖市、 多久市、 武雄市、 鹿島市、 小城市、 嬉野市、
        神埼市、 吉野ヶ 里町、 基山町、 上峰町、 みやき 町、 有田町、 大町町、 江北町、 白石町、 太良町）
    ＊： 佐賀県内17市町へは、 報道機関に情報提供する 場合は、 佐賀支店よ り 報道機関に情報提供する 内容を連絡

※１ ： 第１ 報は玄海原子力発電所から 連絡

※３ ： 必要に応じ 連絡

※４ ： 福岡市へは福岡県よ り 連絡。 ただし 、 報道機関に情報提供する 場合は、 福岡支店よ り 報道機関に情報提供する 内容を連絡

茨城海上保安部
( ※３ )     

※２ ： 第１ 報は本店から 連絡

唐津海上保安部

船　 会　 社

茨城県 原子力安全対策課（ ※３ ）
最寄海上保安官署

茨城県原子力安全協定に基づく 市町村長（ ※３ ）海上保安庁 118番

ト ク ヤマ海陸運送㈱

茨城県警察本部 生活安全総務課（ ※３ ）第三管区海上保安本部

輸 送 船 船 長

( 運送責任者)

輸　 送　 本　 部 国土交通省　 物流・ 自動車局　 車両基準・ 国際課

（ ※３ ）

原子力規制庁 放射線防護グループ 核セキュ リ ティ 部門

（ ※１ ） （ ※３ ）

第七管区海上保安本部 警備救難部 警備課

九州管区警察局 広域調整部 広域調整第二課

九州運輸局　 海上安全環境部　 船舶安全環境課

三菱原子燃料㈱

原子力規制庁 総務課 事故対処室
（ ※１ ）
国土交通省 海事局 検査測度課

（ ※２ ）

九州電力㈱東京支社
原子力グループ

（ ※４ ）
糸島市 危機管理課
壱岐市 総務課

資源エネルギー庁　 原子力政策課
（ ※１ ）

九州電力㈱熊本支店
原子力広報・ 防災担当 伊万里市 防災危機管理課 （ ※１ ）

関係市町（ ※６ ）

長崎県 防災企画課 ( ※１ ）

九州電力㈱福岡支店
原子力広報・ 防災担当

佐世保市 防災危機管理局
平戸市 総務課

熊本県 防災推進課

福岡県 防災危機管理局 防災企画課

佐賀県警察本部 生活安全部 生活安全企画課

松浦市　 鷹島支所　 地域振興課

九州電力㈱長崎支店
原子力広報・ 防災担当

佐賀県 県民環境部 原子力安全対策課
（ ※１ ）

佐賀県警察本部 警備部 警備第二課

漁連/漁協 外津漁協　 　 　  ( ※３ )

九州電力㈱佐賀支店
原子力広報・ 防災担当

          仮屋漁協　 　 　  ( ※３ )

  佐賀玄海漁協　          ( ※３ )

　 佐賀玄海漁協鎮西町総括支所( ※３ )

松浦市　 防災課

唐津市 消防本部        ( ※３ )

九州電力㈱佐賀支店
地域対応グループ

唐津市 消防署 西部分署   ( ※３ )

唐津市 鎮西市民セン タ ー 地域支援グループ

唐津市 肥前市民セン タ ー 地域支援グループ

唐津市 呼子市民セン タ ー 地域支援グループ

技術運営グループ

九州電力㈱玄海原子力発電所

玄海原子力検査官

玄海町 防災安全課

　 ( 2)  発電所構内輸送 （ 輸送船の入出港、 荷役作業含む）

唐津海上保安部 警備救難課

唐津警察署 警備課

原発特別警備部隊（ 佐賀県警察本部）

九州電力㈱　 本　 店( ※４ )

原子燃料ｻｲｸﾙｸﾞ ﾙー ﾌﾟ

唐津市 危機管理防災課

唐津労働基準監督署       ( ※３ )
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○ 輸送容器構造図 

 
 
 
 
 

 
 

輸送容器の 名称  ＭＦ Ｃ －１ 型 

合

計 

輸 送 容 器  約２ ． ８ ト ン  

燃料集合体 約１ ． ４ ト ン  

合 計 

約４ ． ２ ト ン  

 
 
 
 
 
 

クランピングフレーム  
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上蓋 

ブラケット 

下部容器 

燃料集合体 

緩衝材 

単位：mm 

取扱注意 

二次中性子源を組込む場合 

約４ ． ２ ト ン  

制御棒ク ラ ス タ を組込む場合 

約４ ． ３ ト ン  
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○ 輸送船積付図 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

取扱注意 

ウラン新燃料輸送容器 



別図－３  
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○ ト ラ ッ ク 積付図 

 
 
 
 

取扱注意 



別図－４ （ １ ／２ ）  
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○ 輸送経路図（ 海上輸送）  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取扱注意 



別図－４ （ ２ ／２ ）  
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○ 輸送経路図（ 発電所構内輸送）  
 

 

 

 

取扱注意 
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○ 輸送物の安全解析結果一覧（ １ ／２ ）  

 

解析項目 解析内容 試験条件 判断基準 解析結果 

構造解析 通常の輸送時に想定さ れる 事象に対
し て、 輸送物が健全である こ と を 確
認する 。  

 

通常の輸送時 

 

通常の輸送時の輸送物が健全で
ある こ と 。  

通常の輸送時に想定さ れる 事象に対し
て、 輸送物が健全である 。  

一般（ A 型、核分裂性輸送物） 及び特
別（ 核分裂性輸送物） の試験条件と し
て課せら れた試験条件において、 輸
送物の状態及び密封境界と し ての燃
料被覆管の健全性を確認する 。  

 

一般の試験条件 

特別の試験条件 

密封解析の前提条件と な る 燃料
被覆管の健全性が保たれ、 密封性
が維持さ れる こ と 。  

輸送物の状態についての判断は、
臨界及び遮へい解析結果で行う 。  

一般及び特別の試験条件において密封
境界であ る 燃料被覆管の健全性が保た
れ、 密封性が維持さ れる 。  

熱解析 一般の試験条件におけ る 熱的条件
（ 周囲温度 38℃、 太陽輻射） におい
て、 密封境界と し ての燃料被覆管の
健全性を確認する 。  

一般の試験条件 密封、 臨界解析の前提と なる 燃料
被覆管の健全性が保たれ、 密封性
が維持さ れる こ と 。  

一般及び特別の試験条件において密封
境界であ る 燃料被覆管の健全性が保た
れ、 密封性が維持さ れる 。  

特別の試験条件におけ る 熱的条件
（ 800℃、 30 分の耐火試験） におい
て、 密封境界と し ての燃料被覆管の
健全性を確認する 。  

特別の試験条件 

密封解析 構造解析及び熱解析の結果から 、 一
般及び特別の試験条件において燃料
棒が破損する こ と がなく 、 密封性が
維持さ れる こ と を確認する 。  

一般の試験条件 放射性物質の漏えいがないこ と 。  
 

一般及び特別の試験条件下において、 燃
料棒は破損する こ と な く 密封性は維持
さ れる 。  

特別の試験条件 臨界解析の前提と なる 燃料棒の
密封性が維持さ れる こ と 。  
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○ 輸送物の安全解析結果一覧（ ２ ／２ ）  

 

解析項目 解析内容 試験条件 判断基準 解析結果 

遮へい解析 通常の輸送時の輸送物の線量当量率
が基準値を 満足する こ と を 確認す
る 。  

通常の輸送時 

 

表面における 最大線量当量率が
2m Sv/h を超えず、 かつ、 表面か
ら 1m 離れた位置における 最大線
量当量率が 100μSv/h を 超えな
いこ と 。  

 

[輸送物表面] 

2m Sv/h 以下 

[表面から 1m ] 

100μSv/h 以下 

一般の試験条件下における 構造解析
の結果（ 容器の変形） を考慮し た輸送
物の線量等量率を 評価し 、 基準値を
満足する こ と を確認する 。  

 

一般の試験条件 

 

表面における 最大線量当量率の
著し い増加がなく 、 かつ、 当該最
大線量当量率が 2m Sv/h を超えな
いこ と 。  

 

[輸送物表面] 

2m Sv/h 以下 

臨界解析 構造解析、熱解析、密封解析の結果も
考慮し た一般及び特別の試験条件下
において、 孤立系＊1 及び配列系＊2 の
いずれの条件下においても 未臨界で
ある こ と を確認する 。  

 

一般の試験条件 

特別の試験条件 

臨界に達し ないこ と 。  

 

臨界に達し ない。  

 
＊１  孤立系： 個別の輸送物での未臨界性確認 

＊２  配列系： 複数の輸送物を配列し た状態での未臨界性確認 
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○ 発送前検査項目一覧 

 

検査項目 検 査 対 象 検 査 方 法 合 格 基 準 

外 観 検 査 輸 送 物 収納物を収納し た状態で、 外観を目視によ り

検査する 。  

有意な傷、 割れ、 変形等がないこ と 。  

吊 上 検 査 輸送物の吊上げ用具 輸送物の吊上げ前及び吊上げ後、 吊上げブラ

ケッ ト 及びその取付部について、 外観を 目視

によ り 検査する 。  

吊上げブラ ケッ ト 等に有害な割れ、変形等がない 

こ と 。  

重 量 検 査 輸 送 物 輸送物の総重量を検査する（ 空輸送容器の基

準重量と 収納物重量を 合計する こ と によ っ

て総重量と する ）。  

設計基準（ 4, 340kg） 以下である こ と 。  

表 面 密 度 検 査  輸送物表面 ス ミ ヤ法によ り 、輸送物表面の放射性物質の

密度を測定する 。  

表面密度限度が以下の通り である こ と 。  

・ α線を放出する 放射性物質 ≦ 0. 4Bq/cm2 

・ α線を放出し ない放射性物質 ≦ 4Bq/cm2 

線量当量率検査 輸 送 物 収納物を収納し た状態で、 輸送物表面及び表

面よ り 1ｍ離れた位置でのγ線線量当量率を

サーベイ メ ータ 等で検査する 。  

線量当量率が、 表面で 2mSv／h、 1ｍの距離に 

おいて 0. 1mSv／h 以下である こ と 。  

未 臨 界 検 査 ボロ ンス テンレス 板 中性子吸収材である ４ 枚のボロ ンス テンレ ス

の外観を目視によ り 検査する 。  

有意な割れ、 変形等がないこ と 。  

収 納 物 検 査 収 納 物 収納物の外観、 個数を検査する 。  

収納物の重量、 濃縮度及び放射能量等を 燃料

集合体重量証明書等の書類によ り 検査する 。  

外観に異常がなく 、 所定の数量である こ と 。  

設計条件を満足し ている こ と 。  
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